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飲食店と継続的に直接取引のある
事業者を支援します

対 象

次のすべてに該当する、飲食店へ直接
かつ反復継続して、利用者に提供され
る飲食料品や消耗品などを販売または
レンタルしている事業者
◦�売り上げが前年または前々年と比較
し、20%以上減少している
◦�今後も事業継続の意思がある

給 付 額 10 万円
申 請 期 間 7 月 1日㈭～ 8月 31日㈫

手続きなど
要件や申請方法など、詳しくは市ホーム
ページをご覧になるか、
お問い合わせください

申請・問合先 商工労政課

ワクチン接種券を発送します
　接種券が届き次第、予約ができます。接種できる会場など
は、接種券に同封の案内をご覧ください。
問合先　�新型コロナウイルスワクチン接種対策部（4西 3　

であえーる岩見沢 4階）　☎ 35-7515

65歳未満の方へ

ワクチンの供給状況に
よってはスケジュールが
遅れることがあります

0570-000-226
受付時間　午前 8時～午後 8時

岩見沢市ワクチン接種
コールセンター

https://iwamizawa-
vc.com/

24時間受け付け

岩見沢市ワクチン接種
インターネット予約フォーム

注意！
接種券がないと予約できません区分 発送開始時期

基礎疾患のある方 7月 5日㈪の週
60歳以上 65歳未満 7月 12日㈪の週
50歳以上 60歳未満 7月 19日㈪の週
40歳以上 50歳未満 7月 26日㈪の週
30歳以上 40歳未満 8月 2日㈪の週
13歳以上 30歳未満 8月 9日㉁の週

12歳 8月以降
（12歳に達した翌月）

接種券の発送スケジュール

接種券見本

10 桁の〝接種券番号〟が10桁の〝接種券番号〟が
記載されています記載されています

発送する封筒発送する封筒

コールセンターか
インターネットで
のみ予約できます

偏見や差別をなくしましょう！
　新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性があります。
　感染された方、そのご家族、医療や介護従事者の皆さんがいわれのない偏見
や差別、心ない誹謗中傷やいじめなどにより心を痛め、傷つき、悲しんでいます。

相手の気持ちになって、偏見や差別、誹謗中傷、いじめをなくしましょう！相手の気持ちになって、偏見や差別、誹謗中傷、いじめをなくしましょう！

困ったときは、1人で悩まず相談してください
新型コロナウイルス人権相談窓口

011-206-0497
受付時間　平日午前 9時から午後 5時

E メール　cov.jinken@pref.hokkaido.lg.jp

北海道の
ホームページ

郊外部にお住まいの65歳以上の方へ

　重症化リスクが高い高齢者へのワクチン接種をできる限り早期に完了させ
るため、市内3カ所で大規模接種を行っています。接種日に合わせ、幌向地区、
北村地区、栗沢地区、東部丘陵地区と大規模接種会場を結ぶ、シャトルバス
を運行します。乗車の際には、予診票などと併せて送付している〝新型コロ
ナウイルスワクチン接種のご案内〟を提示してください。
問合先　企画室
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運行時刻など詳しくは、予診票などと併せて送付している時刻表をご確認ください

接種会場への往復に
も使えるタクシー利
用助成券を送付して
いますので、ぜひご
利用ください

無料
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接種会場

ワクチン大規模接種会場へのシャトルバスを運行します

最新の情報は市ホーム
ページをご覧ください
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対 象

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加
入している、次のすべてを満たす方
◦給与などの支払いを受けている
◦新型コロナウイルス感染症に感染または感
染が疑われ、療養のため労務に服すること
ができず、給与などの全部または一部を受
けることができない

対 象 期 間
令和 2年 1月 1日から令和 3年 9月 30日の
間で、療養のため就労ができなくなった日か
ら起算して、4日目以降就労ができない期間

手 続 き な ど 詳しくはお問い合わせください

申請・問合先 医療年金課（国民健康保険は国保係、後期高
齢者医療制度は医療助成係）

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金の支給 対象期間の延長

無料

乗車予約不要

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/3140827/
https://iwamizawa-vc.com/
https://iwamizawa-vc.com/
https://iwamizawa-vc.com/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/jinken/jinken-hp/jinken-keihatu-covid-19.htm
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/?id=3159222

